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平間平間･･東地区のまちづくり情報誌東地区のまちづくり情報誌 

 
 

晩秋の候、皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

前回のかわら版では、東長崎平間・東地区の土地区画整理事業の事業計画変更スケジュールについ

てお知らせしておりましたが、この度、平成２３年９月６日に計画変更が認可され、事業区域の縮小等が

行われました。 
区域の縮小により、除外となる区域の皆様方におかれましては、これまで大変ご迷惑をおかけしました。

今後は下水道の整備など、生活基盤整備を行うことで、まちづくりを進めて参ります。 

また、事業を継続する区域の皆様方におかれましては、平成２８年度の工事完成に向け、引き続き区

画整理事業を進めて参りますので、今後とも事業へのご協力をよろしくお願いいたします。 

さて、今回の「まちづくり・かわら版」では、事業区域の見直しの決定、第３６～３９回土地区画整理審議

会の報告などを掲載しています。 
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①①  事業区域の見直しの決定について事業区域の見直しの決定について  

これまで、地元説明会、個別訪問及びアンケート調査等を行い、皆様方からの貴重なご意見やご要望を

踏まえました上で、平間・東地区の事業区域を縮小する方針を平成２２年度に決定しておりました。 

これを基に事業計画の変更について長崎県に申請を行っておりましたが、この度、平成２３年９月６日に、

この計画変更が認可され、事業区域の縮小や道路計画の変更等が行われましたので、ご報告します。 

変更前の事業区域全体の面積は５８．８ｈａでしたが、変更後の新事業区域は長崎自動車道の南側を中

心とした３０．０ｈａとなります。 

なお、新事業区域では、高速道路下の土地を含んでいるため、前回のかわら版（№35）でお知らせした面

積から増加しています。 

● 平間・東地区における事業の継続区域（新事業区域）については、換地交渉、移転交渉及び道路や

造成工事を継続して行います。平成28年度工事完成に向けて事業を進めて参りますので、引き続き

ご協力を頂きますようよろしくお願いします。 

● 除外区域については、今後、生活基盤整備を個別に行うことで、まちづくりを続けて参ります。 

● 除外区域の建築規制（土地区画整理事業により制限されている土地区画整理法第７６条規制）緩

和を平成２３年３月に行っておりましたが、今回の事業区域変更に伴い、規制の内容が変更となりま

す。詳しくは別添のお知らせをお読みください。 

城山 
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②②  土地区画整理審議会の審議経過土地区画整理審議会の審議経過  
 平成２２年８月２６日の第３６回以降、東長崎平間・東地区土地区画整理審議会を４回開催し、１３６画地

の審議を行いました。 

 なお、これまでに審議された画地は総数で４７０画地となっております。 

これまでに審議された画地 

第３６～３９回で審議された画地 

現川線 

矢上町山手線 

回次 開催日 審議数 

第36回 H22.8.26 ３５ 

第37回 H23.3.17 １６ 

第38回 H23.4.25 １２ 

第39回 H23.8.25 ７３ 

合計 １３６ 
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除外区域の皆様には今回が最後のかわら版のお届けとなりますので、あらかじめご了承願います。な

お、次回以降のかわら版についても、下記のホームページから参照することが可能となっております。 

今回お知らせした内容のほか、ご不明な点やその他ご質問等がございましたら、下記までお気軽に

お問い合わせください。お電話のほか、ファックス、電子メールによるご質問等も受け付けております。 

今後とも、平間･東地区土地区画整理事業に対するご理解、ご協力をお願いいたします。 


